
１．軽自動車税とは

　　軽自動車税は４月１日現在所有者として課税台帳に登録されている方に下記税額で１年分課税されます。

75% 50% 25%

１種 原動機付１種 白色 濃紺 2,000 役場　住民課

２種(乙) 原動機付２種乙 黄色 濃紺 2,000 役場　住民課

３種(甲) 原動機付２種甲 ピンク 濃紺 2,400 役場　住民課

２１種 ミニカー 水色 濃紺 3,700 役場　住民課

４種 農耕用 緑色 濃紺 2,400 役場　住民課

６種 小型特殊 緑色 濃紺 5,900 役場　住民課

１７種 小型自動二輪 白色 緑色 6,000 中部運輸局岐阜運輸支局

白色 緑色 3,600 全国軽自動車連合会岐阜事務所
軽自動車検査協会岐阜事務所

１１種 軽二輪 白色 緑色 3,600 中部運輸局岐阜運輸支局

１２種 軽三輪 黄色 黒色 3,100 3,900 4,600 全国軽自動車連合会岐阜事務所
軽自動車検査協会岐阜事務所

１４種 自家用 軽四乗用・自 黄色 黒色 7,200 10,800 12,900 2,700 5,400 8,100 全国軽自動車連合会岐阜事務所軽自動車検査協会岐阜事務所

１３種 営業用 軽四乗用・営 黒色 黄色 5,500 6,900 8,200 1,800 3,500 5,200 全国軽自動車連合会岐阜事務所軽自動車検査協会岐阜事務所

１６種 自家用 軽四貨物・自 黄色 黒色 4,000 5,000 6,000 1,300 2,500 3,800 全国軽自動車連合会岐阜事務所軽自動車検査協会岐阜事務所

１５種 営業用 軽四貨物・営 黒色 黄色 3,000 3,800 4,500 1,000 1,900 2,900 全国軽自動車連合会岐阜事務所軽自動車検査協会岐阜事務所

軽　　自　　動　　車　　税

小型特殊自動車

農耕作業用
(トラクター、コンバイン、田植機など)

その他
(フォークリフト、タイヤローラーなど)

　二輪の小型自動車(２５０ｃｃ超)

文字

５０ｃｃ以下

H27年4月
以降登録

９０ｃｃ超１２５ｃｃ以下

ミニカー

５０ｃｃ超９０ｃｃ以下

H27年3月
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軽　自　動　車

二輪(１２５ｃｃ超２５０ｃｃ以下)
(側車つきのものを含む)(ボートトレーラー)

三輪

四輪以上のもの

乗用

　　車検が義務化されている車は軽自動車納税証明書（車検用）が必要ですので「車検証」と一緒に保管して置いてください。納税証明書の再発行は窓口にて行っております。（無料）

　　原動機付自転車・軽自動車等を売却、廃車、解体、住所変更等をされた場合、下記のところで所定の手続きが必要です。実際には使用していない車輌でも、廃車の手続きがされていない場合、　　

　課税の対象となりますので廃車手続きは忘れないよう必ず行ってください。
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軽自動車税のグリーン化特例

手続き先
プレート

軽減後の税額(円)

原動機付自転車

貨物

　専ら雪上を走行するもの



◎七宗町役場　住民課

　〒５０９－０４９２　　　七宗町上麻生２４４２番地３ ＴＥＬ　０５７４－４８－１１４４ ＦＡＸ　０５７４－４８－２２３９

◎全国軽自動車連合会岐阜事務所

　〒５０１－６２５４　　　羽島市福寿町千代田３丁目８４番 ＴＥＬ　０５８－３９４－０２５７ ＦＡＸ　０５８－３９４－０２７９

◎軽自動車検査協会岐阜事務所

　〒５０１－６２５７羽島市福寿町平方９丁目１番 ＴＥＬ　０５８－３９４－０２３２ ＦＡＸ　０５８－３９４－０２８２

◎中部運輸局岐阜運輸支局

　〒５０１－６１３３岐阜市日置江２６４８番地１ ＴＥＬ　０５０－５５４０－２０５３ ＦＡＸ　０５８－２７０－１０６５

○普通自動車についての問い合わせ

　中濃県税事務所　美濃市生櫛１６１２－２ ＴＥＬ　０５７５－３３－４０１１ ＦＡＸ　０５７５－３５－３０２１

２．軽自動車税の減免

　　身体障害者等に対する軽自動車税の減免申請について４月１日現在、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、ご自分で軽自動車を所有

　または１８歳未満の障害者と同一生計者が軽自動車を所有している場合で、一定の要件に該当するときは、申請していただくことで軽自動車税を全額免除する制度があります。

☆注意事項

・減免対象となる等級や申請の手続きなどについては、役場住民課までお問合せください。

・障害者の方１人に対して、普通乗用車等も含めて１台に限ります。

・減免申請は､毎年必要です。

・減免を受けようとする方は、納期限までに申請書を提出してください。

　（申請期間に減免申請をされない場合は、その年度の減免を受けることが出来ません。）

３．農耕用作業用自動車などの申告

　　乗用装備のあるトラクター・コンバイン・田植機・動力運搬機などの農耕作業用自動車や、フォークリフト・ショベルローダー・タイヤローラーなどの小型特殊自動車は軽自動車税の

　課税対象となります。

　　該当する車輌を取得した方や法人又は現在未申告の車輌を所有している方や法人は、軽自動車税の申告手続きをして、ナンバープレート（課税標準）の交付を受けてください。

＊公道を走行しない（田畑や工場内でしか使用しない）車輌でも、課税対象となります。

＊ナンバープレートは、４月１日の軽自動車等の所有者に対して、課税客体を把握するために交付するものです。


